
広 報 菊 川広 報 菊 川2023 -  7 8

医療保険などについてお知らせします

税務課市民税係（☎35-0912）問い合わせ

55
国民健康保険税の改正について

　市では、地方税法施行令の一部を改正する政令の制定に合わせて、令和
５年度以降の国民健康保険税について、下記のとおり一部改正しました。

【改正の内容】
①国民健康保険税の後期高齢者支援金
等課税額に係る課税限度額を改正前の
20万円から22万円に引き上げ

　
②低所得者に係る国民健康保険税の軽減の拡充措置として、５
割軽減の対象となる世帯および２割軽減の対象となる世帯の軽減
判定所得の算定基準を引き上げ

7766
市民課国保年金係（☎35-0915）
掛川年金事務所国民年金課
（☎21-5524自動音声案内２番）

問い合わせ

国民年金保険料免除・納付猶予の
申請受付を開始しました

　国民年金保険料を納め忘れた状態で、万一、
障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、
障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくな
る場合があります。
　経済的な理由などで国民年金保険料を納付す
ることが困難な場合は、前年の所得に応じて、保
険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制
度」や「納付猶予制度」があります。市民課国保年
金係または掛川年金事務所の窓口で手続きをし
てください。申請書は窓口に備え付けてあります。
■免除・猶予対象期間
　 令和５年７月分～令和６年６月分
※２年１カ月前の月分まで、さかのぼって免除申請で
きます。

※国保税軽減対象は均等割および平等割となります。
※世帯主、その世帯の国保被保険者および特定同一
世帯所属者の前年の総所得金額等が、それぞれの計
算額以下の世帯が該当します。

市民課市民係（☎35-0917）
市民課国保年金係（☎35-0915）

問い合わせ

　現在、一部の医療機関ではマイナンバーカード
（個人番号カード）が保険証として利用できるように
なりました。また、令和６年秋には、保険証がマイ
ナンバーカードと一体化されます。
　市民課・小笠市民課で
は、マイナンバーカードの
交付申請補助（証明写真
撮影など）を行っています
ので、マイナンバーカード
を持っていない人はぜひ
取得してください。

マイナンバーカードを
取得しましょう

課税額の
区分

改正前
（令和４年度）

改正後
（令和５年度） 差額

基礎分
（医療給付費分） 65万円 65万円 0円

後期高齢者
支援金分 20万円 22万円 ＋2万円

介護納付金分 17万円 17万円 0円

合　計 102万円 104万円 ＋2万円

軽減割合 改正前（令和４年度）

５割軽減
基準額

基礎控除 43万円
＋（28.5万円×加入者数）

＋｛10万円×（給与・年金所得者の数－1）｝
以下

改正後（令和５年度）
基礎控除 43万円

＋（29万円×加入者数）
＋｛10万円×（給与・年金所得者の数－1）｝

以下

２割軽減
基準額

基礎控除 43万円
＋（52万円×加入者数）

＋｛10万円×（給与・年金所得者の数－1）｝
以下

基礎控除 43万円
＋（53.5万円×加入者数）

＋｛10万円×（給与・年金所得者の数－1）｝
以下

マイナちゃん


